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仕 様 書 

 

 

１．件名 

　　　地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援（２０２６年度活動分）  

 

２．事業目的 

全国の地層処分事業に関心を有する団体を対象に、地層処分事業に関連する学習活

動の支援を行うことにより、地層処分事業に対する理解を深めていただくとともに、そ

の実現が日本社会の重要な課題の解決に貢献することを理解していただく。また、団体

の交流・連携を推進し、各団体の活動状況や団体同士の連携・活動の広がりを広く社会

に発信していくことにより、地層処分事業に対する国民の関心、理解を広げていく。 

 

３．業務委託における基本的遵守事項 

   本事業の受託者は、委託された業務を担当する関係者全員（再委託がある場合はその

関係者を含む）に次の基本的事項について説明を行い遵守しなければならない。 

1.受託者は、機構の掲げる経営理念に則り、かつ、機構の事業の社会的影響の大きさ

に特に留意して誠意をもって委託された業務を実施すること 

2.受託者は機構の事業の公正性、透明性及び信頼性を棄損することのないよう委託

業務を実施すること 

3.受託者は上記 1,2 に加え機構の事業に関する国民への理解活動において説明会等

を実施する場合、以下の行為を行わないこと 

(1)金銭、便宜等の提供を伴う参加者募集 

(2)意図的な参加者の選別及び発言の誘導 

 

４．事業内容 

   受託者は、地層処分事業に関心を有する団体の学習活動（A.勉強会・講演会、B.地層

処分研究施設等の見学会、C.情報発信ツールの作成）を支援するため、【Ⅰ．全体管理

業務】【Ⅱ．資金交付業務】【Ⅲ．活動調整業務】【Ⅳ．交流支援業務】【Ⅴ．情報発信関

連業務】の 5つのセクション業務を行う。各業務の実施にあたっては、機構との連絡・

調整を密にし、各業務の各段階で機構の了解を得るとともに、機構への報告や機構から

の指示は適宜、書面に残す。 

 

 

【Ⅰ．全体管理業務】 

「４．事業内容」に記載のⅡ～Ⅴの各業務の連携・調整・管理を行い、本事業が円滑に

実施されるよう、全体の取りまとめ等を行う。 

 

(1)事業の全体管理 

受託者は本事業がその目的を達成するため、(2)で作成する活動の手引きに基づ

き、【Ⅱ．資金交付業務】【Ⅲ．活動調整業務】【Ⅳ．交流支援業務】【Ⅴ．情報発信関

連業務】の各業務が適切に実施されるよう、各業務の連携・調整・管理を行う。 
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(2)活動の手引きの作成 

受託者は本事業の概要や活動手順、支援対象となる費用などを定めた活動の手引

きを作成する。作成にあたっては、機構が提示する「地層処分事業の理解に向けた選

択型学習支援事業（2025年度活動分）」における活動の手引きを参考とし、機構と協

議の上、その指示に従う。 

 

(3)実施報告書の収集・確認 

受託者は、支援団体に対し活動終了後速やかな実施報告書の提出を求め、内容を確

認する。支援団体の報告書の作成にあたっては、支援団体からの要望に応じて適切な

指導・助言を行う。 

 

(4)事後評価 

受託者は、アンケート等による支援団体の意見聴取により本事業の事後評価を行

い、機構に報告する。より効果的な事業となるよう、受託者は適宜機構へ提言を行う。 

 

(5)情報の管理 

      受託者は、支援団体や関係者に不利益が生じないよう、機構と協議し、情報の取扱

いルールを定めた上で、同ルールに従い厳重な管理を実施する。ただし、支援団体自

らが公開する場合や支援団体が公開することを書面にて了承した場合はこの限りで

ない。また、受託者が広報物の制作や支援を行う際は、引用について著作の範囲、使

用の制限など事前に権利者に確認を行うことを徹底する。確認した日付、相手、内容

について機構へ報告する。 

 

(6)定期報告 

    受託者は、本事業への応募状況や、支援団体の活動予定、活動実施状況等について

機構が提示する書式により定期的に機構へ報告するとともに、毎月 1回の対面もしく

は Webでのミーティングを行い、機構の指示を受ける。詳細は機構と協議する。 

 

(7)報告書の作成 

受託者は、本事業終了後、速やかに事業内容の報告書を作成する。 

 

【Ⅱ．資金交付業務】 

本事業への応募団体を募り、適切な審査の下、支援団体を決定する。支援団体数は最大

１００団体とし、活動支援金を適切に支払う。 

 

(1)支援団体の募集と申込受付 

受託者は窓口を整備した上で、支援団体の募集、申込みの受付、問合せ等への対応

を行う。支援団体の募集にあたっては、機構が提示する前年度の募集チラシ、活動申

込書等を参考に募集チラシ、活動申込書、封筒を作成し、活動の手引きとあわせて、

機構が指定する送付先（全国の自治体、経済団体、学習支援事業を活用したことのあ

る団体等）に送付するとともに、選択型学習支援事業ホームページに掲載する。なお、
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募集チラシ、活動の手引き等において自社名を公にしたくない場合は、機構業務の補

助事業者としての名称を記載することも可とする。募集期限は２０２６年１２月下

旬までとし、詳細な日程は機構と協議し決定する。 

仮に、応募団体数が少なく、追加の募集等が必要と機構が判断した際には、別途、

経費を見積もり、これとは別に、新たな契約を結んだ上で実施するものとする。 

また、応募に繋がるＷｅｂ等を活用した効果的な企画提案を行うものとする。 

 

(2)支援団体の決定 

   受託者は、当事業への申込みを行った団体について、下記、支援条件に基づき、支

援認否の審査を行うとともに、この審査が適正に行われたかについて外部評価者によ

る確認を行うことにより、支援団体を決定する。支援団体数は最大１００団体までと

する。機構が提示する過去の外部評価者を参考にして、外部評価者は３名以上設置す

るものとし、機構と協議の上決定する。なお、機構は、申込団体に対する支援の認否

に関する個々の審査には関与しない。 

［支援条件］申込内容が次の８点の選定基準のいずれにも該当すること。 

・地層処分事業への理解を深めようとする活動であること 

・営利を目的とした活動ではないこと 

・適正な活動を行った上で実施報告書を期限内に提出できること 

・１団体当たりの参加人数が５名以上であること 

・原則として参加者は日本国籍を有すること 

・日本国内で実施する活動であること 

・運営・経理面において透明性が高い団体であること 

・活動成果について何らかの発信をすること 

 

(3)活動支援金の支払い 

受託者は、支援団体の学習活動に伴う支出額について、活動の手引き等に基づき活

動支援金を確定し、支援団体に支払う。また、機構が承認する場合は、交流学習に必

要な交通費及び宿泊費を、活動支援金から拠出することができる。 

支援団体１団体あたりの活動支援金の上限は原則１００万円（税込）とするが、必 

要性が認められる場合は、２００万円（税込）まで増額することができる。 

支援金の支払いにあたっては、以下の点に留意すること。 

・支援団体への活動支援金の支払時期や支払方法については、受託者が各支援団体

と協議の上決定する。 

・支援団体に支出の根拠となる証憑等の提出を求め、活動支援金の対象費用である

ことを検査する。 

・証憑等を保管し、機構に対する委託料の支払請求の際に、提出または提示する。 
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【Ⅲ．活動調整業務】 

支援団体と活動内容を調整の上、施設見学先等との調整や交通機関のチケット等の手

配など、支援団体に対する支援を行う。 

 

(1)支援団体の活動内容の調整等 

受託者は、支援団体と学習活動の開催日時や実施内容の詳細を協議・調整し、講

師の派遣や施設見学、宿泊先、交通機関のチケットなどの各種手配等、活動の支援

を行う。 

施設見学会を実施する際は必ず事前に勉強会または講演会を実施することとし、

１団体の活動回数は、施設見学会は１回程度、勉強会または講演会は２回程度を上

限とし、受託者と支援団体で、協議の上、実施するものとする。勉強会または講演

会は原則として対面で実施するものとする。ただし、感染症拡大等、やむを得ない

事情がある場合は、機構と協議の上オンラインによる開催も可とする。 

 

【Ⅳ．交流支援業務】 

支援団体の代表者や地層処分事業についての学習活動を進める方等との交流会の実施

や支援団体間が情報交換のできる交流サイトの構築・運営を行う。 

 

(1)交流会の開催 

a.全国交流会 

支援団体の代表者や全国各地で地層処分事業についての学習活動を進めている

方等（１００名程度、参加者については機構より別途指示）が一堂に会して意見交

換等を行う全国交流会を、年１回開催（2月頃、東京都内会場を予定）する。機構

と協議の上、交流会の内容を策定し、会場等の手配、配布資料の作成、当事業にお

ける支援団体等への開催案内、募集などの諸準備、受付や進行など会の運営を行う。

また、支援団体からの参加者に対する宿泊先、交通機関のチケットの手配を行う。 

開催当日に参加者が会場に集まることが適切でないと判断される場合など、機

構から指示する場合は、Ｗebを活用して開催する。この場合、必要なＷeb環境の

整備、Ｗebによる会の運営を行うものとする。 

b.Ｗｅｂ交流会 

支援団体のメンバーや全国各地で地層処分事業についての学習活動を進めてい

る方等(参加者については機構より別途指示)を対象に、機構と協議の上定めたテ

ーマによる講演会やワークショップ、意見交換会、機構職員との座談会等を２回程

度（実施回数や内容は状況に応じて適宜調整）Ｗeb開催する。必要なＷeb環境の

整備、Ｗebによる会の運営を行うものとする。 

 

(2)交流学習の支援 

受託者は、支援団体が他の支援団体の活動（講演会、シンポジウム、意見交換会等）

に学び、自団体の活動に活かす取り組みに必要な支援団体間どうしの調整及び活動支

援を行うとする。 

 



6 

 

(3)交流サイトの運営 

受託者は支援団体の交流サイトを構築・運営する。なお、交流サイトのソースデー

タについては、機構より「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業（２０２

５年度活動分）」で使用したデータの移管を受け契約満了までに機構に返還するもの

とする。 

 

【Ⅴ．情報発信関連業務】 

本事業に関するホームページの運用・管理を行うとともに、支援団体による情報発信

支援等を行う。 

 

(1)選択型学習支援事業ホームページの運用・管理 

受託者は機構より選択型学習支援事業ホームページの移管を受け、自社のサー

バー上で当該ホームページの更新・管理を行う。適宜改良等を行い、契約満了まで

に機構に返還する。現行のホームページの主な掲載内容は以下の通りである。 

・支援の概要 

・お申込みについて 

・資料集 

・お知らせ 

・「知爽の人（支援団体代表者等のメッセージ動画）」 

・活動レポート（支援団体の活動紹介） 

※下記ホームページの 応募方法等＜選択型学習支援事業＞を参照 

 https://www.numo.or.jp/pr-info/pr/shienjigyo/index.html 

 

(2)情報発信の支援 

受託者は、支援団体による活動成果等の情報発信（情報発信ツールの作成を含む）

について、助言および支援を行う。 

 

５．積算書作成に係る留意事項 

・委託料は１００団体が勉強会、見学会及び情報発信に係る活動をそれぞれ１回開催する

ものとして、本事業を実施するのに必要な経費を計上する。 

・委託料の内訳は、人件費、直接経費、再委託費、活動支援金及び一般管理費に区分する。 

・この積算に用いる価格、数量等は入札において用いるものであり、精算は実際にかかっ

た費用に基づく。 

・積算にあたっては、以下の前提条件に留意する。 

 

【Ⅰ．全体管理業務】の(2) 

  （活動の手引きの作成） 

   ✓活動の手引きを８,０００部作成し、そのうち３，０００部を機構に送付する。 

 

【Ⅱ．資金交付業務】の(1) 

  （募集チラシ等の作成） 

   ✓募集チラシ、活動申込書、封筒をそれぞれ５,０００部作成し、活動の手引きと併

https://www.numo.or.jp/pr-info/pr/shienjigyo/index.html
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せて、全国の自治体、経済団体等、機構の指定する送付先（4,700個所）に送付す

る。加えて、募集チラシはさらに３，０００部作成し、機構に送付する。 

 

【Ⅱ．資金交付業務】の(2) 

（謝金） 

   ✓支援団体の選定審査の確認を行う外部評価者３名に対し、謝金（審査員への謝金、

審査回数（１１０回）に応じた謝金、全国交流会参加者に対する謝金）を支払うも

のとする。 

 

【Ⅱ．資金交付業務】の(3) 

（活動支援金） 

✓活動支援金は、１００団体の活動分として、計１２０百万円（税込）計上すること。 

 

【Ⅲ．活動調整業務】の(1) 

（旅費・宿泊費） 

   ✓受託者の施設見学会への立会いに係る旅費・宿泊費（７０回の立会いを前提）、全国

交流会（対面開催：１回）に参加するための旅費・宿泊費として、合わせて 

４５５万円（税抜）を計上すること。 

   ✓支援団体の施設見学会等や交流学習への参加に係る旅費・宿泊費は活動支援金か

ら支払うものとし、直接経費には計上しない。 

   

【Ⅳ．交流支援業務】の(1) 

（旅費・宿泊費） 

   ✓外部評価者３名の全国交流会への参加に係る旅費・宿泊費を１２万円（税抜）計上

すること。 

   ✓支援団体等の全国交流会への参加に係る旅費・宿泊費を４３２万円（税抜）計上

すること。 

   ✓支援団体の施設見学会等や交流学習への参加に係る旅費・宿泊費は活動支援金か

ら支払うものとし、直接経費には計上しない。 

（交流会に係る費用（旅費・宿泊費は除く）） 

    ✓全国交流会（対面開催：1 回）、Ｗeb 交流会（2 回程度）を開催するものとして、

必要な費用を計上する。 

   ✓全国交流会では２００名程度収容できる会議室とグループに分かれて議論できる

部屋を４部屋程度借りるものとする。 

    ✓全国交流会の実施状況を、オンライン配信するとともに記録するための費用を計

上する。 

（謝金） 

   ✓全国・Web 交流会への登壇者に対し、謝金を支払うものとし、5 名分を計上する。 

 

【Ⅳ．交流支援業務】の(2) 

   ✓必要な支援団体間同士の調整及び活動支援を適正に行うものとする。 
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 【Ⅴ．情報発信関連業務】の(1) 

（ホームページ運用・管理） 

✓選択型支援事業ホームページを１年間運用するのに必要な更新・管理費用を計上

する。「活動レポート」については３０団体分程度を掲載する。また既存のコンテ

ンツについて、必要に応じて適宜改良等を行うともに、当ホームページへの閲覧を

促すコンテンツ等についての企画提案を行うものとする。 

     ※下記ホームページの過年度事業を参照 

https://www.numo.or.jp/pr-info/pr/shienjigyo/index.html 

 

 【Ⅴ．情報発信関連業務】の(2) 

（情報発信の支援） 

✓支援団体による情報発信に対する助言等を事業期間中に１５０件程度（１．５回／

団体）行うものとする。 

 

【その他共通費】 

（機材リース費） 

    ✓ノート PC（3台程度）、タブレット（5台程度）、Wi-Fi等、必要な機材のリース費

を計上する。 

（通信料） 

   ✓Ｗｅｂ会議アプリ使用料等、必要な通信料を計上する。なお、Ｗｅｂ会議アプリの

種類について記載すること。 

（消耗品費） 

   ✓学習活動を支援するために必要な消耗品費を計上する。 

 

※ 直接経費における旅費・宿泊費並びに活動支援金は、施設見学会、交流会の開催地、

実際の応募団体数、活動内容、支援団体や外部審査員の所在地等により金額が変動す

るため、仕様書において積算額を指定する。 

 

６．委託料の支払い 

・支払いについては、確定検査後払いとする（確定月の翌月末までに支払う）。 

 ただし、契約書の定めに基づき、受託者は、業務の完了前に業務に必要な経費の支払

いを受けようとするときは、委託業務の完了前に概算払請求書を提出し、機構の確認

を受けた後に支払いを受けることができる。本契約においては、概算払いは 3回を限

度とし、機構は概算払いの請求を受けた月の翌月末までに支払うものとする。 

・活動支援金の請求に際しては、団体ごとに、支払帳票ごとの管理番号等と金額を記載

した一覧表を作成し提出する。 

・交通費及び宿泊費の請求に際しては、団体ごとに、訪問者、訪問日時、金額がわかる

ような一覧表を作成し提出する。 

 

７．事業期間 

委託契約締結日と 2026年 4月 1日のいずれか遅い日から 2027年 3月 15日まで 

 

https://www.numo.or.jp/pr-info/pr/shienjigyo/index.html
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８．納入物 

・報告書一式及びＤＶＤ－Ｒ等電子媒体による納入 

・支援団体一覧表 

 

９．納入場所 

原子力発電環境整備機構 広報部地域コミュニケーショングループ 

 

１０．特記事項 

(1)再委託の扱い 

・再委託は、機構が再委託の必要性を確認した場合等を除き原則禁止。 

 

＜再委託認定基準＞ 

・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理に関する業務以外の再委託

について、以下の要件のいずれかを満たす場合にこれを認める。 

①受託者が再委託した方が効率的である場合 

②委託内容に高い知見を持った第三者を必要とする場合 

③その他事情を勘案し、必要な場合 

 

・契約当初から再委託を予定している場合は、実施体制図を作成し、入札時に再委託

先の事業概要及び業務実績等とともに機構に対し提出する必要がある。機構にて実

施体制に問題ないことを確認した後に契約の締結を行う。なお、再委託比率が  

５０％を超える場合はその理由を書類に記載のこと。 

 

(2)疑義が生じた場合の扱い 

・本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に明示がない事項について疑義が生じた

場合には、その都度、当機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 

 

(3)適否判断資料の提出 

 ・入札者は入札者が本委託業務を適切に実施できるか否かを当機構が判断できるよう、

業務実績等がわかる資料等を提出すること。 

 

以 上 

 

 




